
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
地面に対する衝撃を吸収するために、上板（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０
２）と下板（３、１０３、２０３、３０３、４０３、５０３）との間の靴底中に配置され
た少なくとも１つのばね（Ｒ）を備える靴であって、
該ばね（Ｒ）が、剛直な該上板（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２）と、該
地面に近接する該下板（３、１０３、２０３、３０３、４０３、５０３）との間で、使用
者の踵の実質的に垂直方向に配置され、そして少なくとも１つのばね（１１）によって構
成され、
該ばね（１１）が、両端部の各々に半径方向に伸びるアーム（１２ａ、１２ｂ；１３ａ、
１３ｂ）を備える、実質的に水平方向の軸をもつ少なくとも１つのコイル（１２、１３）
を備え、該２つの半径方向に伸びる端部アーム（１２ａ、１２ｂ；１３ａ、１３ｂ）が、
それらの間に所定の角度（Ａ）を形成し、
該コイルが、該上下板（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２；３、１０３、２
０３、３０３、４０３、５０３）の１つを、該コイル（１２、１３）の外表面で支えるよ
うに配置され、該アーム（１２ａ、１２ｂ；１３ａ、１３ｂ）の両端部が、他方の板（３
、１０３、２０３、３０３、４０３、５０３；２、１０２、２０２、３０２、４０２、５
０２）を支え、
該ばねに付与される荷重によって該端部アーム間の該所定の角度（Ａ）が増大または低減
する間に、該コイルが、該他方の板に接近し得るか、または該他方の板から離れて移動し
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得、
ここで、該ばねの両アーム（１２ａ、１２ｂ；１３ａ、１３ｂ）が実質的に同一の半径方
向の寸法を有し、該ばねの両アーム間の角度（Ａ）が休止位置で約６０゜であり、１つの
アームと垂直方向との間の角度が約３０゜であり、そして該両アーム（１２ａ、１２ｂ；
１３ａ、１３ｂ）の両端部が、該他方の板（３、１０３、２０３、３０３、４０３、５０
３；２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２）と摺動して支えるように接触し、そ
して該板（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２；３、１０３、２０３、３０３
、４０３、５０３）に対して該ばね（１１）を、該コイル（１２、１３）の軸の方向が、
該板（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２；３、１０３、２０３、３０３、４
０３、５０３）の横方向に沿うように保持するための手段をさらに備える、靴。
【請求項２】
前記ばねが、券回方向が逆で同軸である、隙間（１４）により互いから分離された２つの
コイル（１２、１３）を備え、これらコイルの軸方向の外 に位置する前記両端部のアー
ム（１２ｂ、１３ｂ）が、該ばねの軸に平行なアーム（１５）により連結される、請求項
１に記載の靴。
【請求項３】
これらコイルの軸の方向の内側に位置する前記アーム（１２ａ、１３ａ）が、それらの両
端部（１６ａ、１６ｂ）で外側に向かって屈曲する、請求項２に記載の靴。
【請求項４】
窪んだ環状の輪郭をもつ横方向溝（１７）が、前記コイル（１２、１３）の円筒型表面の
部分を保持して、前記ばねを保持する、請求項１から３のいずれかに記載の靴。
【請求項５】
前記ばねの高さが、荷重を受けていないとき約１８ｍｍであり、そして該ばねの全体の高
さが、最初の１ｍｍが減少するとき ばねが支える荷重が約３５０Ｎであるように配置さ
れる、請求項１～４のいずれかに記載の靴。
【請求項６】

前記最初の１ｍｍが減少するときばねが支える荷重 ２倍にな
ったとき、該ばねの垂直方向の弾性移動が約６から７ｍｍである、請求項５に記載の靴。
【請求項７】
縁に沿って連結される２つの剛性の板（１０２、１０３）により得られる二面角で構成さ
れる三角プリズム形状のカセット（２５、６２５ａ、６２５ｂ）を備え、前記ばね（Ｒ、
１１）がこの二面角の面の間に配置され、このプリズム状のカセット（２５）が上靴底の
一部分と下靴底の一部分との間に入り、これらの靴底部分が、該プリズム状のカセットの
高さの変動を受け入れる一種の可撓性ライニング（１９）によってそれらの周縁で連結さ
れる、請求項１から６のいずれかに記載の靴。
【請求項８】
前記カセット（２５、６２５ｂ）の縁が、実質的に使用者の足の中足の領域（４）に位置
し、前記カセットのばね（Ｒ、１１）が踵の領域の下に位置する、請求項７に記載の靴。
【請求項９】
前記カセット（６２５ａ）が、使用者の足の中足の前方に位置し、該カセットの縁が該足
の中足のわずかに前方に位置し、該カセットのばねが靴の先端の下に位置する、請求項７
に記載の靴。
【請求項１０】
対向して配置される２つのカセット（６２５ａ、６２５ｂ）を備える靴であって、１つが
靴の前部にあり他が靴の後部にあり、前部カセットの長さが後部カセットの長さより短い
、請求項７から９のいずれかに記載の靴。
【請求項１１】
前記上板（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２）および下板（３、１０３、３
０３、４０３、５０３）がＵ字型の断面を有し、それらの凹部が互いに対向し、そして該
上板の側板（２１、２２）が、該下板の側板（２３、２４）の間に保持され、該上下板の
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相対的な水平安定性を保証する、請求項１から１０のいずれかに記載の靴。
【請求項１２】
前記上板（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２）が剛性であって、かつ使用者
の足の中足（４）の下に位置する横方向に延びる境界線（Ｌ）の完全に後方に位置し；前
記靴底がこの線（Ｌ）に沿って延びる横方向領域（５）を有し、剛性の上板（２、１０２
、２０２、３０２、４０２、５０２）の平面と、該横方向領域の前方に位置する靴底の部
分（６）との間に形成される角度が変動し得；使用者の足を取り囲む靴側面の壁（９）が
それらの低部部分で該剛性の上板（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２）に固
定され；前記ばね（Ｒ、１１）が、使用者の踵の下に位置する該剛性の上板の領域の下に
位置し、これら全体のセットが、該ばね（Ｒ、１１）に付与される荷重の変動が前記下板
（３、１０３、２０３、３０３、４０３、５０３）に対して、該境界線（Ｌ）のまわりの
該剛性の上板（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２）の動きを緩和する、請求
項１から１１のいずれかに記載の靴。
【請求項１３】
前記剛性の上板（２、１０２）が、前記境界線（Ｌ）まで延びる、請求項１２に記載の靴
。
【請求項１４】
前記下板（３、１０３、２０３、３０３、４０３、５０３）が剛性であり、そしてより可
撓性の材料の層（２０）が、この剛性の板（３、１０３、２０３、３０３、４０３、５０
３）の下面に、地面と接触するように覆う、請求項１２または１３のいずれかに記載の靴
。
【請求項１５】
前記剛性の上板（２０２、３０２、４０２、５０２）が、靴の踵に限定されて位置し、前
記下板（２０３、３０３、４０３、５０３）がほぼ同じ寸法を有し、そして該上板（２０
２、３０２、４０２、５０２）に対し実質的に垂直方向に変位可能に取り付けられる、請
求項１２に記載の靴。
【請求項１６】
前記ばね（１１） が、該ばねの高さを最初に１ｍｍ減少させる荷重 ２倍に
なった時に、 約６ｍ 少する 求項１２から１５のいずれかに記載の
靴。
【請求項１７】
請求項７から１１のいずれかに記載の靴の上靴底部分と下靴底部分との間にすべり込むカ
セットであって、該カセット（２５、６２５ｂ）が、連結ピン（２６）の周りの縁に沿っ
て連結される２つの剛性の板（１０２、１０３）により得られる二面角で構成される三角
プリズム状形状を有し、ばね（Ｒ、１１）がこの二面角の面の間に配置され、該カセット
の長さが、該連結ピンが靴の通常の使用の間、実質的に使用者の足の中足の下に位置し、
そして該ばね（Ｒ、１１）が該使用者の踵の実質的に垂直方向に位置する、カセット。
【請求項１８】
靴底用のばねであって、両端部の各々で半径方向に延びるアーム（１２ａ、１２ｂ；１３
ａ、１３ｂ）をもつ少なくとも１つのコイル（１２、１３）を備え、
ここで、この２つの半径方向に延びる端部アームが、実質的に同じ半径方向寸法を有し、
そしてそれらの間に約６０゜の角度（Ａ）を形成し、そして隙間（１４）により互いから
分離された逆方向の２つの同軸コイル（１２、１３）を備え、該端部アーム（１２ｂ、１
３ｂ）がこれらコイルの軸方向の外端に位置し、該ばねの軸に平行であるアーム（１５）
により連結され、該コイルが靴の上板（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２）
を該同軸コイル（１２、１３）の外周面で支えるように配置され、該アームの両端部が靴
の下板（３、１０３、２０３、３０３、４０３、５０３）と摺動してこれを支えるように
接触し、該コイルが、該下板に接近し得るか、またはこれから離れるように、該角度（Ａ
）が、荷重によって増加または減少する、ばね。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、日常生活に使用することができることはもちろんのこと、特にスポーツに好適
な靴底にばねを有する靴に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の靴の一従来例としとて、仏国特許出願公開第９５８７６６号に開示されたものが
ある。この靴は、当該特許出願公開の図６～図８に示されるように、靴底の部分に上板と
下板を有し、この上板と下板との間の複数の位置に設けたコイルばねにより弾性を付与し
、これにより衝撃を緩和している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、この従来の靴では、以下に示す問題がある。
【０００４】
（１）靴の着用者に良好な安定性を与えない。なぜなら、着用中に、下板に対して移動可
能になった上板がフロートするおそれがあるため、靴の中で垂直方向の弾性が発生し、安
定性が維持できないからである。
【０００５】
（２）このことにより、地面上における足の自然な動きが、好適な条件下で起こらず、特
にスポーツをしている場合のように、地面からの反力である衝撃力が大きい場合はことさ
ら大きな問題になる。
【０００６】
（３）複数のコイルばねを必要とし、しかもこれらのコイルばねを上板と下板との間の複
数箇所に規則正しく配置する必要があるため、取付方法に工夫を要する結果、その製造工
程が比較的複雑なものになり、コストアップを招来する。
【０００７】
本発明はこのような事情の下になされたものであり、その目的は、スポーツや日常生活に
おける様々な用途に対応でき、上記従来技術の諸欠点を解消できる靴底にばねを有する靴
を提供することにある。
【０００８】
本発明の他の目的は、靴底に弾性を有するにもかかわらず、着用者の足、特に後部を覆う
上部カバーと足との間で摩擦が起こらない靴底にばねを有する靴を供給することにある。
【０００９】
本発明のまた他の目的は、６ｍｍ～７ｍｍ押圧された状態における高さに対してダンパー
として作用する特定のばねを取り付けることができる靴底にばねを有する靴を提供するこ
とにある。
【００１０】
本発明の更に他の目的は、弾性手段であるばねを靴底に挿入されたカセットに組み込むこ
とができ、製造工程がより一層簡単になる靴底にばねを有する靴を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明の靴底にばねを有する靴は、靴底に上板と、地面に接する下板とを備え、該上板と
該下板の間に、地面からの衝撃を緩和する少なくとも１つのばねを有する靴において、
該ばねが、コイル部とその両端に延出したアームを有するコイルばねであり、挿入される
足の踵の下方に、コイル部の外周面が上板と下板のいずれか一方と接するようにして配置
され、両アームが所定の交差角度をなし、その終端が該コイル部に接している板と反対側
の板上を摺動し、かつ該交差角度が付与される荷重に応じて増減することを特徴としてお
り、そのことにより上記目的が達成される。
【００１２】
好ましくは、前記ばねが、巻回方向が互いに逆になった同心円状のコイル部を少なくとも
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２つ有し、該コイル部が、相互に分離され、かつ各コイル部の一端部から延出された各ア
ームを、該ばねの軸心に平行な連結用アームによりそれぞれ連結する。
【００１３】
また、好ましくは、前記各コイル部の他端部から延出された各アームを対向する内方に向
け、かつその終端が外方に屈曲するようにする。
【００１４】
また、好ましくは、前記複数のアームが、前記コイル部との連設部に、互いに実質的に同
一寸法の半径を有するようにする。
【００１５】
また、好ましくは、前記ばねに荷重がかかっていない場合の、前記アームの終端～前記コ
イル部の外周面までの高さに相当する該ばねの高さが、約１８ｍｍであり、該ばねが、そ
の高さを１ｍｍ減少させる荷重が約３５０Ｎであるように設計する。
【００１６】
また、好ましくは、初期荷重の２倍になった場合に、前記ばねの前記高さが初期状態より
約６ｍｍ～７ｍｍ減少するようにする。
【００１７】
また、好ましくは、前記ばねのコイル部の外周面が接する板の板面に支持用の溝を設ける
。
【００１８】
また、好ましくは、前記交差角度に応じて回動する２枚の剛板から成る二面角を有する三
角プリズム状のカセットを備え、該カセットの二面角の各面間に前記ばねが設けられてお
り、該カセットが、挿入される足の踵の下方に相当する部分に配置され、該２枚の剛板の
踵側に相当する後端部を、該カセットの高さの変化を可能にする金具により接合する。
【００１９】
また、好ましくは、前記カセットの先端が、実質的に足の中足の領域に位置する一方、該
カセット内の前記ばねが、踵の下に位置するようにする。
【００２０】
また、好ましくは、前記カセットの先端が、実質的に足の中足の少し前方に位置する一方
、該カセット内の前記ばねが、靴の先端の下に位置するようにする。
【００２１】
また、好ましくは、互いに対向する２つのカセットを有し、一方が靴の前部に、他方が後
部にあり、前部のカセットが後部のカセットよりも寸法が小さくなるようにする。
【００２２】
また、好ましくは、前記上板および前記下板が、Ｕ字型の横断面を有し、該横断面の凹部
が、互いに対向し、該上板の側板と該下板の側板とが連結され、水平方向の安定性を保証
する。
【００２３】
また、好ましくは、前記上板が剛性を有し、且つ、その全体が足の中足の下に位置するよ
うに設計された靴幅方向の線の後方に位置し、靴底の該靴幅方向の線を含む領域に設けら
れた靴幅方向の屈曲領域において、該上板の表面と、該屈曲領域の前方に位置する靴底部
分とが成す角度が変化するようになっており、足首を覆う靴の上部の側面が、該上板の下
端において固定され、前記ばねが、該上板のうち、踵の下の領域にのみ位置し、該ばねに
付与される荷重の変化により、該上板が、前記下板に対して該靴幅方向の線回りに回動す
るようにする。
【００２４】
また、好ましくは、前記上板が、その前端を規定する靴幅方向の線まで延びるようにする
。
【００２５】
また、好ましくは、前記下板が剛性を有し、該下板の下面に、柔軟な材料で形成された、
地面に接する層が設ける。
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【００２６】
また、好ましくは、前記上板の表面が、靴の踵の表面により規定され、他方、前記下板の
寸法が、該上板の寸法と類似の寸法を有し、且つ、該上板に対して実質的に垂直方向に変
位可能に取り付ける。
【００２７】
また、好ましくは、前記２枚の剛板が、Ｕ字型の横断面を有し、該横断面の凹部が、互い
に対向し、上側の剛板の側板と下側の剛板の側板とが連結され、水平方向の安定性を保証
する。
【００２８】
また、好ましくは、前記上側の剛板の全体が足の中足の下に位置するように設計された靴
幅方向の線の後方に位置し、靴底の該靴幅方向の線を含む領域に設けられた靴幅方向の屈
曲領域において、該剛板の表面と、該屈曲領域の前方に位置する靴底部分とが成す角度が
変化するようになっており、足首を覆う靴の上部の側面が、該剛板の下端において固定さ
れ、前記ばねが、該剛板のうち、踵の下の領域にのみ位置し、該ばねに付与される荷重の
変化により、該剛板が、前記下側の剛板に対して該靴幅方向の線回りに回動するようにす
る。
【００２９】
また、好ましくは、前記上側の剛板が、その前端を規定する靴幅方向の線まで延びるよう
にする。
【００３０】
また、好ましくは、前記下側の剛板の下面に、柔軟な材料で形成された、地面に接する層
が設ける。
【００３１】
また、好ましくは、前記上側の剛板の表面が、靴の踵の表面により規定され、他方、前記
下側の剛板の寸法が、該上側の剛板の寸法と類似の寸法を有し、且つ、該上側の剛板に対
して実質的に垂直方向に変位可能に取り付ける。
【００３２】
本発明の靴底に設けられるカセットは、交差角度に応じて回動する２枚の剛板から成る二
面角を有する三角プリズム状であり、該二面角の各面間に前記ばねが設けられており、挿
入される足の踵の下方に相当する部分に配置され、該２枚の剛板の踵側に相当する後端部
が、高さの変化を可能にする金具により接合されていることを特徴としており、そのこと
により上記目的が達成される。
【００３３】
本発明の靴底に設けられるばねは、コイル部とその両端に延出したアームを有し、挿入さ
れる足の踵の下方に、該コイル部の外周面が上板と下板のいずれか一方と接するようにし
て配置され、該両アームが所定の交差角度をなし、その終端が該コイル部に接している側
の板と反対側の板上を摺動し、かつ該交差角度が付与される荷重に応じて増減することを
特徴としており、そのことにより上記目的が達成される。
【００３４】
好ましくは、巻回方向が互いに逆になった同心円状のコイル部を少なくとも２つ有し、該
コイル部が、相互に分離され、かつ各コイル部の一端部から延出された各アームが、該ば
ねの軸心に平行な連結用アームによりそれぞれ連結される。
【００３５】
【作用】
上記構成の靴においては、着用者が歩行又は走行しているとき、靴に作用する荷重は一方
の足から他方の足へと移動する。荷重がかかった足の下に位置するばねは、この荷重を吸
収するように押圧される。すなわち、上板が下板に対して回動し、両者間の角度が減少す
る。
【００３６】
足首にかかる荷重が減少すると、ばねは吸収したエネルギーを放出し、元の状態に復帰せ
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んとする。
【００３７】
靴の上部の下端が上板の動作に従い、踵が完全に靴の中に収容され、内底および上板と共
に靴の形を形成する。従って、上板の動作時に踵と、上板との相対的な変位がなく、その
ため摩擦がほとんど排除される。すなわち、靴の内で垂直方向の弾性が発生せず、摩擦を
生じることがない。それ故、安定性が良好である。
【００３８】
また、上記のようなカセットを使用する場合は、カセットを交換することにより種々の機
能を有する靴を実現できる。
【００３９】
【実施例】
以下に本発明の実施例を説明する。
【００４０】
図１は本発明の靴底にばねを有する靴を示しているが、その具体的な説明を行う前に、こ
の種の靴に要求される機能について説明する。
【００４１】
地面から踵に与えられる衝撃、すなわち、くるぶし、膝、太股、および脊柱に伝達される
衝撃を緩和するために、踵の領域に十分な弾性を有する靴を製造する必要がある。
【００４２】
踵と地面との接触は、主に以下の３つの範疇に分類され得る。
【００４３】
（１）大きな歩幅で歩く場合、全体重が踵にかかる。踵が地面に接触した直後に、着用者
の足の中足の領域のみが地面に触れる。
【００４４】
（２）小さな歩幅で歩く場合、足の裏全体が地面に触れると考えられる。この場合は、中
足と踵とがほとんど同時に地面に触れ、体重のほとんどが踵にかかる。
（３）走る場合は、足の前の部分が、まず地面に接触し、その後、足が次第に水平になる
ことが望ましい。足をこのように地面に接触させることにより、エネルギーが均一に分散
され、疲労が減少する。
【００４５】
地面に対する踵の接触に対する衝撃を、上記のすべての場合において、緩和するための最
良の方法を見つけるため、本発明による靴Ｃには、図１に示すように、靴底１に設けられ
たばねＲが取り付けられている。ばねＲは、靴の後部、特に着用者の踵Ｆにまでその後端
が延びる上板２と下板３との間に設けられている。上板２と下板３とは、角度θを成す。
【００４６】
上板２は、剛性を有し、例えば剛性を有するプラスチック材料で形成され、摩擦係数が低
い。上板２は、図１において垂直な線で示す横方向（靴幅方向）に延びる境界線Ｌの後方
に位置する。境界線Ｌは、足の中足４の下の領域に位置するように設定されている。図１
に示す実施例において、上板２は、その前端を構成する境界線Ｌまで延びている。
【００４７】
靴の屈曲部５の横方向領域は、上板２と靴底上の前部６との間において境界線Ｌに沿うよ
うに延びている。前部６の構成は通常のものであり得る。図１に示す実施例において、下
板３もまた剛性を有する材料で形成されており、その前端は境界線Ｌまで延びている。屈
曲部５が形成される領域は、横方向軸７を含み得、横方向軸７は例えば金属で形成され、
繊維で形成される端部板により、所定の位置に保持され、それにより上板２と下板３との
前端間に設定される。更に、上板２と前部６との連結は、可撓性バンド８により保証され
る。下板３もまた、好適には可撓性部材により前部６に連結される。
【００４８】
着用者の踵Ｆを覆う、靴の上部９の下端は、前部６の上端において上板２の周囲に固定さ
れる。
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【００４９】
上板２および前部６の全体は、比較的薄く、且つ、柔らかい内底（上底）１０で覆われて
おり、内底１０は、足首が縫目の荒い端部を感じることのないように、靴の全長にわたっ
て延びている。
【００５０】
ばねＲは、コイルばね１１であり、上板２と地面に近接する下板３との間において、足に
対して実質的に垂直に取り付けられている。
【００５１】
図２によりわかりやすく示すように、ばね１１は、互いに巻回方向が逆方向の同心円状の
コイル部１２および１３を含み、コイル部１２と１３とは互いに隙間１４によって分離さ
れている。
【００５２】
コイル部１２および１３は、各々、端部にアーム１２ａ、１２ｂ、および１３ａ、１３ｂ
を有し、これらのアームは角度Ａで交差し、実質的に類似の長さを有する。
【００５３】
アーム１２ｂおよび１３ｂは、各々ばね１２および１３の外端において、互いに平行に設
けられており、他方、アーム１２ａおよび１３ａは、各々コイル１２および１３の内端（
対向方向）において互いに平行に設けられている。アーム１２ｂおよび１３ｂは、各々ば
ね１２および１３の半径方向端部において、コイル１２および１３の軸心方向に平行に設
けられたアーム１５により連結されている。
【００５４】
アーム１２ａおよび１３ａは内方に延出し、ばね１２および１３の半径方向端部において
外方に屈曲し、フック１６ａおよび１７ａとなっている。
【００５５】
ばね１１は、コイル部１２および１３の外表面（外周面）が上板２と下板３のうちのいず
れかに接するように、実質的に母線に沿って設けられている。本実施例においては、コイ
ル部１２および１３が上板２に接し、他方、アーム１５およびフック１６ａ、１６ｂが、
摩擦係数の低い材料で形成された下板３上を摺動する。
【００５６】
ばね１１は、コイル部１２および１３の軸心方向が上板２の横方向に沿うように、所定位
置に保持される。このことは、上板２の下面に形成された円弧形の断面を有する横方向溝
１７に、コイル部１２および１３の上部外周面を埋め込むことにより、達成される。ばね
１１は、上板２と下板３との間で少し圧縮されている。
【００５７】
ばね１１を所定位置に保持するために、他の方法もまた用いられ得ることは言うまでもな
い。その場合、上板２に荷重がかかることにより、ばね１１が押圧された状態において、
アーム１２ａ、１２ｂ、および１３ａ、１３ｂの角方向移動が妨げられないことが重要で
ある。
【００５８】
上板２と下板３との間の隙間のうち、屈曲部５とばね１１とに囲まれた部分は空隙である
べきである。それにより、ばね１１の実効高さＨが変化した時に、上板２が、屈曲部５の
回りを、下板３に対して角方向移動する。この実効高さＨは、図３に示すように、コイル
部１２および１３の上部外周面～アーム１５およびフック１６ａ、１６ｂ間の距離に等し
い。言うまでもなく、ばね１１後方の隙間１８ａも空隙であるべきである。
【００５９】
好適には、実効高さＨは、ばね１１に荷重がかからない初期状態で、１８ｍｍであり、実
効高さＨが１ｍｍ減少すると、荷重およびこれに対するばね１１の反作用が３５０Ｎ（ニ
ュートン）になるように設計されている。すなわち、そのようにばね係数が設定されてい
る。更に、ばね１１は、実効高さＨを最初に１ｍｍ減少させる荷重が２倍になった時に、
実効高さＨが６ｍｍ～７ｍｍに減少するように設計されている。ばね１１が押圧されてい
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ない場合、角度Ａは約６０゜である。従って、各アーム１２ａ、１３ａ、１２ｂ、１３ｂ
と垂線とが成す角度は約３０゜（Ａ／２）になる。
【００６０】
図３より明らかなように、コイル部１２および１３にかかる垂直方向荷重（半径方向荷重
）Ｖに応じて、アーム１５およびフック１６ａ、１６ｂに力が付与されることにより、コ
イル部１２および１３にねじりモーメントが発生する。上記ねじりモーメントの大きさは
各アーム１２ａ、１２ｂ、１３ａ、１３ｂのレバー部の水平方向長さｄに依存する。長さ
ｄは、下板３と上記アームとの接点と、コイル部１２および１３の軸心を通過する垂線と
の間の距離に等しい。その幾何学的関係により、レバー部の長さｄは、実質的にｓｉｎＡ
／２に比例する。
【００６１】
上記ねじりモーメントの増大により、コイル部１２および１３の収縮量が増大し、同時に
ばね１１の押圧が開始される。ばね１１の押圧が開始されると、レバー部の長さｄも増大
する。レバー部の長さｄの増大により、コイル部１２および１３の収縮量は減少する（図
４参照）。
【００６２】
コイル部１２および１３の外径が１０ｍｍであり、初期高さＨが１８ｍｍである場合、コ
イル部１２および１３が６ｍｍ押圧されることにより、レバー部の長さｄは初期値の２倍
になる。
【００６３】
上板２および下板３の外周は、ガセット状の可撓性ライニング により接合されて
いる。上記可撓性ライニングは、下板３に対する、上板２の回動動作を吸収するように設
計されている。
【００６４】
下板３の下面は、より柔らかい材料で形成された層２０により覆われている。層２０は、
単層として、靴の前部６にまで延長されている。
【００６５】
図６より明らかなように、上板２および下板３は、各々横方向にＵ字型断面を有し、且つ
、その凹部が互いに対向するのが好ましい。上板２は、その凹部が底面に対向するように
向けられ、側板２１および２２は実質的に垂直である。側板２１および２２は、下板３か
ら延出した側板２３と２４との間に保持される。ばね１１に荷重がかかっていない時でさ
え、側板２１および２２の下端は、側板２３および２４の上端より下に位置している。従
って、ばね１１が押圧されている状態において、側板２１、２２と２３、２４との協働に
より、上板２と下板３との間の良好な水平安定性が保証され、これらの側板間の遊びは小
さい。
【００６６】
上記の構成を有する、本発明による靴は以下のように作用する。
【００６７】
ばね１１は、その変位の開始時、すなわち、実効高さＨが最初に１ｍｍ減少した時点から
、着用者の体重の約半分に対応する荷重を吸収するようなばね性を有する。
【００６８】
着用者が歩行、または走行している時、荷重は一方の足から他方の足へと移動する。荷重
がかかった足の下に位置するばね１１は、この荷重を吸収するように押圧される。すなわ
ち、上板２および内底１０が屈曲部５の横方向軸７回りに回動し、角度θが減少する。
【００６９】
上記の足首にかかる荷重が減少すると、ばね１１は吸収したエネルギーを放出し、元の状
態に復帰せんとする。
【００７０】
靴の上部９の下端が、上板２の動作に従うということ、および、踵Ｆが、完全に靴の中に
収容され、内底１０および上板２と共に靴の形を形成するということに留意すべきである
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。これにより、上板２の動作時に、踵Ｆと靴の上部９との相対的な変位がなく、そのため
、摩擦がほとんど排除される。
【００７１】
上記従来例のように、垂直方向の弾性が発生する場合は、このようにはならない。なぜな
ら、足の上端から下端へ、および下端から上端へ、特に踵および靴の上部９の内部に対す
る摩擦が生じるからである。
【００７２】
更に、本発明によると、靴紐を結ぶこと、または他の等価な方法を用いて、足が垂直方向
に変位する間、踵Ｆを靴の中の同一の位置に保持することができる。他方、垂直方向の弾
性が発生する靴においては、特に靴紐を結ぶと、足の位置が常時変化する。
【００７３】
本発明によると、足を、その中足領域において屈曲することができる。なぜなら、靴底の
隙間１８により、上板２全体が振動するからである。
【００７４】
ばね１１の、上記のような特別な構成、すなわち、ばね１１の半径方向に延びるアーム間
の距離に応じてその高さが減少するという構成は重要である。
【００７５】
ばね１１の実効高さＨを最初に１ｍｍ減少させる下方向の荷重は、着用者の体重の半分に
実質的に等しいため、着用者が静止し、その体重が両足首に均等に分配されている時、上
記体重は垂直方向の「たるみ」なしに支持される。ばね１１にかかる荷重が大きいという
ことは、ばね１１が、押圧の開始時からエネルギーを良好に放出することを保証するため
に不可欠である。このことはばね１１がばね性を有効に発揮できることを意味している。
【００７６】
押圧が開始されれば、荷重が大きいにもかかわらず、荷重が２倍になってもばね１１の実
効高さＨは僅か６ｍｍ減少するにすぎない。
【００７７】
従来の押圧ばねにおいては、実効高さを６ｍｍ減少させる荷重は、１ｍｍ減少させる荷重
のほぼ６倍であると考えられる。
【００７８】
更に、本発明によるコイルを２個有するばね１１は、コイルの軸心が水平方向にある場合
、靴の踵Ｆのほぼ全幅にわたるため、水平方向の良好な安定性に寄与する。従来の押圧ば
ねによれば、上記従来技術のところで説明したように複数のばねが必要である。
【００７９】
踵Ｆにおける衝撃の緩和を他の方法で行う靴の場合、エラストマーまたはその等価物など
の柔軟な材料は、緩和の開始時には非常に柔軟であるが、水平方向の安定性に欠けるため
、緩和の終了時までに急速に硬化するということに留意すべきである。
【００８０】
着用者が歩行および走行中に、踵－足の裏－つま先、またはつま先－足の裏－踵の急速な
平坦化が起こると、ばね１１の硬さが良好な効果をもたらすが、硬すぎることはない。な
ぜなら、硬点なしに緩和工程が次々に進行するからである。コイル部の外径が１０ｍｍ、
休止状態（初期状態）の実効高さＨが１９ｍｍ、および休止状態のアームと垂線との角度
が３０°（Ａ／２）であり、且つ、押圧完了時の上記角度が９０°（Ａ／２）になる可能
性のあるばね１１を、直径が２．４ｍｍのステンレス鋼を用いて製造したところ、良好な
結果が得られた。
【００８１】
跳躍の多いスポーツのためには、より硬いばねを用いるべきである。すなわち、より大き
な衝撃力に対処するためである。
【００８２】
図５に示すように、ばね１１はカセット２５に収容され得る。カセット２５は、実質的に
三角形状のプリズムまたは楔形を有し、２枚の剛板１０２および１０３を含む二面角を成
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す。剛板１０２および１０３は、上記二面角の面を構成し、例えば金属製のピンで形成さ
れた横方向軸７回りに、上記二面角の角度に応じて回動する。
【００８３】
軸２６は、実質的に足の中足４の下に位置し、ばね１１は足の後方に向けられた二面角の
剛板１０２と１０３との間に設けられ、任意の適切な方法により固定されるべきである。
【００８４】
より詳細には、上側の剛板（上板）１０２は横方向にＵ字型の断面を有し、その凹部は図
６に示すように下方に向けられている。上板１０２は更に、実質的に垂直に下方に延びる
側板１０４および１０５を含む。
【００８５】
下側の剛板（下板）１０３もまた、横方向にＵ字型の断面を有し、その凹部は上方に向け
られている。下板１０３の端部には側板１０６および１０７があり、側板１０４、１０５
と側板１０６、１０７との間の遊びは小さい。側板１０４、１０５と１０６、１０７との
協働により、上板１０２と下板１０３との相対的な横方向の安定性が保証される。すなわ
ち、この方向のガタつきがなく安定性が保証される。
【００８６】
図５に見られるように、上板１０２の側板１０４および１０５は、上板１０２の前部の扇
形端部の周りに突起２７を有する。各突起２７は、孔を有し、軸２６の終端板として作用
する。
【００８７】
下板１０３は円筒形管２８を有し、円筒形管２８は、突起２７間において下板１０３の横
方向端部を形成する。円筒形管２８は、軸２６が貫通する中央孔を有する。
【００８８】
下板１０３の後端部には固定突起２９が設けられ、固定突起２９は、上板１０２の後端部
に設けられた係止片と協働して、カセット２５を閉状態に保持する。この状態において、
ばね１１は１ｍｍ予圧される。カセット２５に荷重がかかっていない場合でさえも、側板
１０４、１０５および１０６、１０７はばねの範囲に応じて互いにカバーし合っている。
【００８９】
上板１０２および下板１０３は、摩擦係数の低い、剛性プラスチック材料で形成されてい
る。
【００９０】
カセット２５における、軸２６とばね１１との隙間１１８は、図１に示す隙間１８同様に
空隙である。
【００９１】
カセット２５は、靴の上底と下底との間を、楔状に摺動する。靴の上底および下底は、足
の中足４の下に可撓性領域、すなわち、カセット２５が回動する領域を付与する。靴の上
底および下底の端部は、図１に示すガセット１９に類似の一種のガセットにより接合され
る。このガセットは、除去可能に取り付けられており、従って、カセット２５は同一のタ
イプであるが硬さの異なるばねを有する別のカセットと交換可能である。カセットは靴の
下または靴の内側を介して取り付けられてもよい。
【００９２】
カセットの交換は、靴の使用目的に応じて行われる。例えば、同じ靴をある時は歩行用に
、別の時は跳躍を多く伴うスポーツ用に使用し得る。従って、用途に応じた選択が可能で
ある。
【００９３】
言うまでもなく、靴の上部９の下端は上底に固定され、ばねが押圧されると靴の上部９と
足首との間に相対的な変位がなくなるようになっている。
【００９４】
図６に示すように、上底は図１～３に示す上板２を含み得、下底は下板３を含み得る。カ
セット２５の上板１０２の側板１０４および１０５の外表面は、上板２の側板２１および
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２２とほとんど接触している。
【００９５】
カセット２５の上板１０２と下板１０３は剛性であるため、この構成によれば、靴底から
剛性の上板２と下板３とを除き得る。その場合、上底および下底の全体が柔軟な材料で形
成されることになる。
【００９６】
このようなカセットを有する靴は、以上述べたように作用し、図１～３に示す靴と同一の
利点を有する。
【００９７】
以上の記載はほとんどが、歩行、走行、またはテニスなどに使用されるスポーツシューズ
に関するものであり、下底の表面はほとんど完全に平坦で、踵の突起はない。
【００９８】
図７に示すように、本発明による靴Ｃは、普段の生活にも用いられ得る。その場合、靴Ｃ
は、踵の突起３０を有し、特に中足の下が柔軟である底２０１が、地面から次第に離れて
靴の後部で踵の上面に位置するようになっている。従って、屈曲部２０５と踵との間に隙
間２１８がある。
【００９９】
図７に示す靴の場合は、剛性の上板２０２の表面が、実質的に踵の表面より制限されてい
る。上板２０２は靴の後部まで延びているが、その前部は屈曲部２０５の後方に位置する
横方向エッジ３１までに制限されている。
【０１００】
上板２０２のエッジ３１は、実質的に垂直で底まで延びるライニングを有する。下板２０
３もまた、剛性を有し、上板２０２に対して垂直方向に変位可能に取り付けられている。
上板２０２と下板２０３との相対的な水平方向の位置は、下板２０３の端部に設けられ、
垂直に上方に延びた側板２２４と上板２０２の側板２２２との協働により保持されている
。
【０１０１】
上板２０２と下板２０３との間の連結は、上板２０２の側板２２２に設けられた垂直方向
の長穴３３を水平方向に貫通するビス３２により保証され得る。ビス３２はまた、上板２
０２と下板２０３との横方向軸回りの相対的な回動、そして更に、上板２０２と下板２０
３との実質的に垂直方向の変位を可能にする。
【０１０２】
ばね１１は上板２０２と下板２０３との間において、足に実質的に垂直に取り付けられ、
任意の適当な方法により所定の位置に保持される。
【０１０３】
靴が使用されていない時は、上板２０２と下板２０３とは互いにできるだけ遠く離されて
おり、ビス３２は長穴３３の下端に押し付けられている。
【０１０４】
側板２２２および２２４は、靴の踵に荷重がかかっていない時、垂直方向の変位に、ある
程度の自由が許容されるが、その場合でも互いに係合するように設計されている。
【０１０５】
図７に示す靴は図１～６に示す靴と同様に機能する。
【０１０６】
図９は、図７に示す普段に使用される靴の変形例を示す。上板３０２の前端および後端は
、下板３０３の縁３４を囲む縁３３１により制限される。縁３３１および３４の横方向断
面は湾曲し、且つ、円筒状であり、その水平方向軸は、靴底が屈曲する領域３０５に近接
する。ばね１１は上板３０２と下板３０３との間に設けられ、上板３０２および下板３０
３の位置は踵の領域に制限される。踵がカセットの前部と過剰に接触しないように、領域
３０５と踵との間に隙間３１８が設けられる。一種のガセット３１９が上板３０２および
下板３０３全体を囲んでいる。
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【０１０７】
図１０は、普段に使用される靴の別の変形例を示す。この変形例においては、図５に示す
カセットに類似であるが長さが短いカセット４２５が踵に設けられる。屈曲部４２６の軸
は、踵の前端領域に位置し、ばね１１はその後方に位置する。カセット４２５は、上板４
０２と下板４０３との間に設けられる。これら全体がガセット４１９内に収容されている
。足首が屈曲する領域は、中足および隙間４１８の領域に位置する。
【０１０８】
図１１および図１２は靴の踵の更に別の変形例を示す。
【０１０９】
上板５０２は、靴底上の硬質のエンベロープ３６の上壁３５に押圧されている。エンベロ
ープ３６は下方に垂直に延びる側板３７を有する。上板５０２は、横方向前端以外の周縁
全体に垂直方向縁５３１を有する。
【０１１０】
下板５０３は上板５０２同様硬質の材料で形成され、その縁５３４は上方に突出した一種
のカバーを構成し、且つ、側板３７および縁５３１の内側に位置する。下板５０３は、上
板５０２に対して実質的に垂直に移動する。縁５３４の長手方向前部上端から鉤３８が突
出している。各鈎３８は縁５３４の内側に設けられた垂直方向溝３９に底まで挿入されて
いる。下板５０３の縁５３４の上部後端には、その後方から突出するタペット４０が設け
られており、縁５３４の溝または隙間４１に底まで挿入されている。
【０１１１】
ばね１１は上板５０２と下板５０３との間において、上記に類似の方法で取り付けられる
。
【０１１２】
図１３は、図６に示すカセット２５に類似であるが長さが短いカセット６２５ａを示す。
カセット６２５ａは足首の中足の前方において、後方から前方に滑りこませるように取り
付けられている。換言すれば、カセット６２５ａの先端は中足の少し前方にあり、他方、
カセット６２５ａ内のばね１１は靴の先端の下にある。カセット６２５ａ内のばね１１の
範囲は踵の下のばねの範囲ほど広くはなく、例えば、３ｍｍ～４ｍｍであり得る。
【０１１３】
カセット６２５ａは、図５および図６に示すカセット２５のような別のカセット、すなわ
ち、その先端が前方を向き、且つ、ばねが踵の下の方向に向けられたばねを有するカセッ
ト６２５ｂと組み合わされ得る。カセット６２５ｂ内のばねの範囲は６ｍｍ～７ｍｍであ
る。
【０１１４】
変形例として、カセット６２５ａは、図１に示すものに類似の靴底の後部と組み合わされ
得る。
【０１１５】
本発明は、上記の実施例で説明したものに限定されることはなく、種々の変形が可能であ
る。
【０１１６】
【発明の効果】
上記のように、本発明の靴底にばねを有する靴によると、靴の種類にかかわらず、製造が
簡単であり、地面からの踵への衝撃に対する良好な緩和を保証し、衝撃時に吸収されたエ
ネルギーを良好に放出する。特に踵における、靴の上部に対する足首の摩擦は、踵に供給
された弾性にもかかわらず、緩和される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による靴底にばねを有する靴の一部切欠側面図。
【図２】図１の靴の内部に設けられるばねの拡大斜視図。
【図３】ばねの拡大縦断面図。
【図４】図３のばねが押圧された状態を示す図。
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【図５】本発明による靴底にばねを有する靴の靴底に設けらたカセットの斜視図。
【図６】本発明による靴底にばねを有する靴の靴底の横断面図。
【図７】通常の使用のために設計された靴の一部切欠側面図。
【図８】図６の靴の一部を詳細に示す拡大斜視図。
【図９】図７の靴の変形例を示す図。
【図１０】図７の靴の別の変形例を示す図。
【図１１】図７の靴の更に別の変形例を示す踵の縦断面図。
【図１２】図１１の靴の踵の平面断面図。
【図１３】図７の靴の更に別の変形例を示す図。
【符号の説明】
２　上板
３　下板
４　中足
５　屈曲部
６　前部
９　上部
１１、６２５　ばね
１２、１３　コイル部
１２ａ、１２ｂ、１３ａ、１３ｂ　アーム
１４　隙間
１５　アーム
１９　ガセット
２０　底層
２１、２２、２３、２４　側板
２５、６２５ａ、６２５ｂ　カセット
１０２、２０２、３０２、４０２、５０２　上板
１０３、２０３、３０３、４０３、５０３、下板
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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